
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名張市では、子どもの権利条約の理念に基づき、2006 年 3 月、「名張市子ども条例」を制定しま

した。2009 年には「ばりっ子すくすく計画」を策定し、さまざまな取組を進めています。 

 

 

第 58 号 ２０１６年９月発行 

☆近鉄名張駅東口を出て、市役所方面へ徒歩 5分 

 

生きる権利 

守られる権利 

育つ権利 

参加する権利 

子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利

を持っています。 

子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守らなければなりません。 

紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利

を持っています。 

子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグ

ループを作ったり、活動することができます。そのときには、家族や地域社会の一

員としてルールを守って行動する義務があります。 

 

子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、

様々な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長する

ためにとても重要です。 

国連「子どもの権利」日本人初の委員に、大谷 美紀子さんが選ばれました！！ 

 

 

 

 

 

 「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」は、18 歳以下を「児童（子ども）」と定

め、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。子どもの生存、発

達、保護、参加という包括的な権利を実践、確保するために必要となる具体的な事項を規定

しています。1989 年の第 44 回国連総会において採択され、1990 年に発効、日本は 1994

年に批准しました。 

去る 6 月 30 日、「子どもの権利条約」を結んだ各国の状況を審査する国際連合の委員に、

国際人権法が専門の大谷美紀子弁護士が、日本人で初めて選ばれました。委員は 18 人で、

2 年ごとに半数が改選され、19 か国から立候補がありましたが、9 人選ばれた中でトップ

当選しました。委員は、条約に基づいて子どもの権利が確保されているか審査し、改善策を

提案、勧告する役割を担います。 

子どもの権利条約特設サイト（ユニセフ HP） 

http://www.unicef.or.jp/crc/ 
「子どもの権利条約」―4 つの柱 

http://www.unicef.or.jp/crc/


 毎年 9 月 1 日は、防災の日。 
“あなたの身の回り、「備え」は大丈夫ですか？” 

  

1960 年、防災意識を高めるために、政府により「防災の日」が制定されました。毎

年 9 月 1 日には、全国で防災訓練が行われます。この日付は、1923 年 9 月 1 日午前

11 時 58 分に発生した関東大震災（死者・行方不明者 10 万 5 千人余）に因みます。

制定の前年 1959 年 9 月 26 日には、伊勢湾台風が紀伊半島に上陸し、東海 

地方を中心に、死者・行方不明者 5 千人余という被害をもたらしました。 

また、1982 年からは、9 月 1 日の「防災の日」を含む 1 週間（8 月 30 

日から 9 月 5 日まで）が「防災週間」と定められています。 

参考 非常用持出品 

【食料関係（3 日分）】               

□ 水（1 人 1 日 3L が目安）                                      

□ 乾パン、クラッカー、缶詰                      

□ レトルト食品、インスタント食品 

□ 鍋、水筒、ナイフ、缶切り 

□ 卓上コンロ 

□ 粉ミルク、哺乳瓶（赤ちゃんがいる場合） 

【安全対策】 

□ 救急医療品、常備薬の予備 

□ 底の厚い靴、軍手、マスク 

【衣類関係】 

□ 衣類・下着 

□ タオル、毛布 

□ 寝袋 

□ 雨具 

【貴重品】 

□ 現金（小銭も） 

□ 預金通帳や有価証券など権利書 

□ キャッシュカードや保険証（写） 

□ 印鑑 

【日用品】 

□ 携帯ラジオ（予備の電池） 

□ 懐中電灯、ローソク 

□ マッチやライター 

□ ロープや紐 

□ 食用ラップ 

□ テイッシュペーパー・生理用品 

□ 使い捨てカイロ 

□ 筆記用具 

□ ビニール袋 

水害や大きな地震などが発生し、大勢の人々が避難所生活を余儀なくされた場合、男女共同

参画の視点で考えてみることは、安心や安全の基盤となります。 

国では、東日本大震災を含む過去の災害対応における経験を基に、男女共同参画の視点から

必要な対策・対応について、予防、応急、復旧・復興等の各段階において、地方公共団体が取

り組む際の基本的事項を示した指針が、平成 25 年 5 月 31 日に作成されました。 

避難所や応急仮設住宅、備蓄に関する必要事項など、特に災害時には弱い立場に立たされが

ちな女性や子どもに配慮した行動や備えについて示されています。性別に関係なく、誰もが避

難所で安心・安全に暮らせるよう考えてみることは、一住民として重要なことです。 

もしもの時に備え、皆さんも男女共同参画の視点に立った防災について、 

一度考えてみてください。 

☆男女共同参画と防災☆ 

男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針（内閣府男女共同参画局 HP） 

http://www.gender.go.jp/policy/saigai/shishin/ 

http://www.gender.go.jp/policy/saigai/shishin/


  

 

 

名張市では、市内在住・在勤の、料理初心者である男性を対象とした料理教室を、平成 19 年

度より、毎年実施しています。 

日頃から、「機会があれば料理をしてみたい！」「料理を覚えたい！」と考えている男性の皆様。

自炊の楽しさを体験してみませんか？ 

料理を始めるきっかけづくりに、ぜひご参加ください！ 

 

 

 

 

 

 

  

平成２８年度「男の料理教室」について 

 

実施日時：平成 28 年 10 月 15 日、11 月 19 日、12 月 17 日 ※すべて土曜日 

      午前 10 時から午後 1 時まで 

 

 実施場所：名張市武道交流館いきいき（蔵持町里 2928 番地） 

 

 内  容：栄養バランスのとれたメニューを、食生活改善推進員の皆様の指導により、10

月・11 月・12 月と 3 回にわたって調理実習します。料理の基礎、洋食・和

食・中華料理の作り方などを学びます。 

 

 募集対象：名張市内在住・在勤の男性で、料理初心者の方 

 

 定  員：16 人 

※申込者多数の場合は、初めて受講する方を優先して抽選致しますので、ご了承ください。 

 

 参加費用：2,400 円（3 回分の材料費を含みます。初回に一括でいただきます。） 

 

申込方法：ハガキまたは電子メールにて、「男の料理教室申し込み」と記載し、 

     住所・氏名・年齢・電話番号・過去の料理教室などへの参加有無（ある場合は

参加回数も）を明記の上、名張市役所地域環境部人権・男女共同参画推進室へ

お申込みください。 

 

申込締切：9 月 28 日（水曜日）【必着】 

 

 申込・問合せ先： 

〒518-0492 

      三重県名張市鴻之台 1 番町 1 番地 

       名張市役所 地域環境部 人権・男女共同参画推進室 

       「男の料理教室」担当宛て 

       TEL 0595-63-7559 

              電子メール kyodo@city.nabari.mie.jp 

 
皆様のご参加、 

お待ちしております！ 

平成２８年度 男の料理教室を実施します！ 

mailto:kyodo@city.nabari.mie.jp


 
         「リコチャレ」 

         科学技術立国を目指す日本では、 

理工系人材の多様性を高め、更なる 

イノベーションの創出を図るため、理

工系分野で女性を増やすことが欠かせません。ですが、

理系分野に進学する女性は少ないのが現実です。 

そこで、産学官が連携して、女子中高校生・女子学

生の理工系分野への進路選択を促進する取り組み「理工

チャレンジ（リコチャレ）」が進められています。 

 

 

 

女性のための相談 
毎月 第１・第３・第５ 木・金・土曜日 

午後２時～７時 
電話相談可 

予約優先 第２・第４ 水・木・金曜日 

女性弁護士による 

法律相談 
毎月 第１ 金曜日 

午前１０時～正午 要予約 

面談 午後１時～３時 

男性のための相談 毎月 第２ 木曜日 午後７時～９時 
電話相談可 

予約優先 

メンタルヘルス相談 

（男女共） 

毎月 第３ 木曜日 午前１０時～正午 要予約 

面談     第４ 火曜日 午後１時～４時 

 

名張市男女共同参画センター相談窓口 

ご意見・ご感想をお聞かせください。 

日 月 火 水 木 金 土
1

女性のための相談

14：00～19：00

2 3 4 5 6 7 8
女性弁護士

による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

14：00～19：00 14：00～19：00 14：00～19：00

9 10 11 12 13 14 15
人権相談 男性のための相談

10：00～15：00 19：00～21：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

14：00～19：00 14：00～19：00 14：00～19：00

16 17 18 19 20 21 22
人権相談 メンタルヘルス相談

13：30～16：00 10：00～12：00

要予約・面談相談

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

14：00～19：00 14：00～19：00 14：00～19：00

23 24 25 26 27 28 29
メンタルヘルス相談

13：00～1６：00

要予約・面談相談

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

14：00～19：00 14：00～19：00 14：00～19：00

30 31

●予約　６３－５３３６
　　     ●相談直通電話　６３－５３４７

休

休

休

休

休

休 休

休

名張市男女共同参画センター

休休

 

名張市男女共同参画センター 
 

三重県名張市希央台 

５番町１９番地 

Nabarie2 階 

名張市市民情報交流センター内 

 

Tel  0595-63-5336 

Fax   0595-63-5326 

e-mail danjo-center@emachi-nabari.jp 

http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/ 

mailto:danjo-center@emachi-nabari.jp
http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/

